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序     文 
 

ウクライナにおける日本センターは、同国における市場経済への移行をめざす改革の促進及び

経済分野における人材育成を目的に、1997年５月に「支援委員会」とウクライナ政府との間で設

置が決定され、1999年１月22日に正式に開所されたことに端を発している。同センターは当初キ

エフのモヒラ大学に設置され、経済講座の開催、本邦招聘研修、日本語講座、図書室の一般向け

開放、その他各種企画などの活動を展開してきたが、2003年３月をもって「支援委員会」が廃止

されることとなり、同センターのJICAへの移管が外務省とJICAの間で検討された。 

JICAは2003年５月に同国にプロジェクト確認のための調査団を派遣し、キエフ工科大学の日本

センター実施に対する積極的な意向と実施能力とともに、在ウクライナ日本大使館の日本センタ

ー事業の新たな展開及び事業規模拡大への意向（技術協力部門（通常のJICA技術協力機能）、経済

協力部門（JETRO的機能）、文化事業部門、図書館の４部門を中心に事業を拡大）を確認した。 

また、2004年６月に同国との間に技術協力協定が結ばれたことにより、特権免除が確保され、

正式にJICAが事業を引き継ぐ環境が整ったのを受けて、キエフ工科大学より、日本政府に対し正

式要請書が提出され、JICAにおける日本センタープロジェクトを開始することとなった。 

このような背景のなか、JICAは2005年10月に事前評価調査団を派遣し、ウクライナ側関係各機

関と基本計画や実施体制などについて具体的に協議した結果、プロジェクト協力の基本的枠組み

について合意がなされ、翌2006年５月に実施協議調査団を派遣し、JICAとウクライナ双方の合意

のもとに署名交換が行われた。 

本報告書は、上記各種調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、プロジェクトの成

果達成のために広く活用されることを願うものである。 

終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げる。 

 

 平成18年５月 

 

独立行政法人国際協力機構 

社会開発部長 岡崎 有二 
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事業事前評価表 

１．案件名 

  ウクライナ日本センター 

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本件はウクライナ日本センターが「ウクライナの経済成長に資する人材の育成」及び「日

本・ウクライナ両国の社会・経済・文化面における交流関係促進」という役割を果たすこ

とを目的として実施するプロジェクトである。プロジェクトでは、①ウクライナの経済成

長に資する人材の育成及びウクライナと日本や近隣諸国との貿易を促進するための貿易・

投資情報の提供、②ウクライナにおける日本の社会・経済・文化などの理解を促進するた

めの日本語講座の提供、③ウクライナと日本両国の情報収集及び発信等を通じた相互理解

促進事業の実施を事業の柱として実施することで、ウクライナの経済成長の更なる促進及

びウクライナ－日本間の相互理解の促進を支援することをめざすものである。 

 

（２）協力期間 

2006年５月～2011年５月 

 

（３）協力総額（JICA側） 

約３億円 

 

（４）協力相手先機関 

１）監督機関：経済省 

２）実施機関：キエフ工科大学（KPI） 

 

（５）国内協力機関 

国際交流基金、日本貿易振興機構（JETRO） 

 

（６）裨益対象者及び規模、等 

３つの事業への参加が期待される年間8,000～10,000人（日本に関係・関心を有するウク

ライナ人と、ウクライナに関心を有する日本人が本プロジェクトの裨益者と位置づけられ

る。また、行政官や民間企業の経営者・従業員、NGO、一般市民など幅広い階層への協力

が可能である） 

３．協力の必要性・位置づけ 

（１）現状及び問題点 

ウクライナにおける日本センターは、同国における市場経済への移行をめざす改革の促

進及び経済分野における人材育成を目的に、1997年５月に国際機関である「支援委員会」

とウクライナ政府との間のメモランダムによって、1999年１月22日に開所された。同セン

ターはキエフのモヒラ大学に設置され、経済講座の開催、本邦招聘研修、日本語講座、図

書室の一般向け開放、その他各種企画などの活動を展開してきたが、2003年３月をもって

支援委員会が廃止されることとなり、外務省とJICAの間で、同センターのJICA移管の検討
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が開始された。 

一方で2003年６月には、ウクライナ日本センターは、モヒラ大学からキエフ工科大学

（KPI）に移管され、KPIでは、在ウクライナ日本大使館の支援を得て、日本語事業を中心

とした極めて小規模な日本センターを運営している。 

2004年６月に同国との間に技術協力協定が結ばれたことを受け、ウクライナ日本センタ

ーの活動を大幅に拡充し、ウクライナの経済発展と同国と日本との友好関係の促進を目的

としたプロジェクトの要請がウクライナ政府よりなされ、本プロジェクトの実施が決定し

た。 

 

（２）ウクライナ政府の国家政策上の位置づけ 

「2005-2007年国際技術協力促進のための戦略（2005年８月30日付閣僚会議令第829号）」

において、基本的方向性として国民経済の競争力強化や中小企業振興を掲げている。 

 

（３）わが国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおける位

置づけ） 

JICA事務所未設置国のため、JICA国別事業実施計画は策定されていないが、JICAとして

は、ウクライナが旧ソ連時代から引き継いだ産業基盤の現状や、ウクライナ政府として国

際経済への統合方針を打ち出していることを踏まえ、市場経済化の推進及び生産性向上等

の分野を同国に対する協力の重点分野と位置づけている。さらに、2005年にウクライナ－

日本両国間で取り交わされた「日本国とウクライナの間の21世紀における新たなパートナ

ーシップに関する共同声明」にて、ウクライナに対する経済支援の一環として「ウクライ

ナ日本センター」の実施が確認されている。 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１）「協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

（プロジェクト目標） 

ウクライナ日本センターが、「ウクライナの経済成長に資する人材の育成」と「日本・

ウクライナ両国の社会・経済・文化面における交流関係促進」という統合的機能を果た

すための体制が整備され、かつ、センターがその役割を果たすようになる。 

（指標・目標値） 

①市場経済化の促進に資する人材を育成するためのビジネスコース及びセミナー等への

参加者の満足度 

②日本語コース及びセミナー等への参加者の満足度、日本語コース受講生の日本語能力

向上度 

③ビジネスプログラム及びセミナーを受講した成果を事業改善に反映した企業数 

④日本企業等とのビジネスマッチングが成立した企業数 

⑤産学官連携の促進によって、スピンオフした企業数（KPI内） 

⑥ウクライナにおける日本語教師ネットワークの構築及び側面支援の実績 

⑦ウクライナ・日本間の相互理解促進に資する各種活動への参加者の満足度、理解度 
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⑧年度ごとの収支状況 

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

（上位目標） 

ウクライナ日本センターが、ウクライナの経済成長や様々な分野における日本・ウク

ライナ間の協力をより一層促進するための拠点となる。 

（指標・目標値） 

①ウクライナ日本センタービジネスプログラム受講生の企業のうち、収益及び効率性が

向上した企業数 

②両国の市民間連携・交流につながった事例及びその数 

③ウクライナ国内の日本語学習者数 

④日本企業からの投資を受けたウクライナの企業数 

⑤KPI外で産学官連携にてスピンオフした企業数 

 

（２）活動及びその成果（アウトプット） 

＜活動、そのアウトプットと指標・目標値＞ 

成果１：ウクライナの大学及び産業界のニーズに合致したビジネスプログラムを提供す

る体制及びノウハウが整うとともに、ウクライナの経済成長に資する人材を育

成するためのプログラムの一部が実施される。 

（活動） 

1-1．生産・経営指導コースの実施（主として中小企業対象） 

1-2．特定課題対応コースの実施 

1-3．企業診断・コンサルテーションの実施 

1-4．卒業生同窓会設立支援 

1-5．貿易・投資情報セミナーの開催 

1-6．海外事業に関心を有する日本及びウクライナ企業のデータベース作成を通じた

企業情報の収集・交換 

1-7．ビジネスマッチングの体制整備 

1-8．投資環境の分析及び改善に関する提案 

1-9．日本の産学官連携制度及び現状の紹介 

1-10．ウクライナにおける産学官連携の現状及びニーズの調査・分析 

1-11．産学官連携モデルの設計 

（指標・目標値） 

・ビジネスプログラムカリキュラム策定、ビジネスプログラム及びセミナー開催回数、

研修コース実施回数、各種コース受講生数、ビジネスマッチング実施回数、日本・

ウクライナ両国の企業情報データベースの利用頻度、産学官連携の制度策定、産学

官連携によるモデル企業の立上げ数 

 

成果２：日本・ウクライナ間の社会・経済・学術・文化などの相互交流を促進させるた

めのウクライナにおける日本語教育の拠点としての体制が構築される。 
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（活動） 

2-1．初級・中級・上級日本語コースの実施 

2-2．現地日本語教師のキャパシティー・ビルディング支援 

2-3．教材の提供及び作成支援 

2-4．現地日本語教師ネットワークの整備及び拡大支援 

（指標・目標値） 

・日本語コースカリキュラム、日本語コース及びセミナー開催回数、研修コース実施

回数、各種コース受講生数 

 

成果３：日本・ウクライナ間の社会・経済・学術・文化面についての情報及び知識の収

集と相互発信のための体制が構築されるとともに、上述した分野での情報と知

識の双方向での発信が行われる。 

（活動） 

3-1．日本事情の紹介 

3-2．市民交流・大学／自治体間交流促進の体制整備及びモデル交流実施支援 

3-3．日本留学情報提供体制の整備及び留学セミナー開催 

3-4．特定テーマフォーラムの開催（IT、環境保全、省エネ等） 

（指標・目標値） 

・相互理解促進のための各種活動の開催数及び外部への支援数、外部からの各種活動

開催に対する支援要請及び照会の回数、相互理解促進のための各種活動への参加者

の満足度（アンケート）、大学／自治体間交流の実施支援数 

 

成果４：日本・ウクライナ側関係機関の協力・支援のもと、ウクライナ日本センターが

自立的に運営されることが可能な体制基盤が整備される。 

（活動） 

1-1．合同調整委員会（JCC）の年１回開催 

1-2．長期的運営計画（運営方針、財務計画、活動方針）の策定 

1-3．運営を円滑に行うための諸制度の確立（人事・給与等に関する諸規定等の整備）

1-4．運営計画のモニタリング 

（指標・目標値） 

・JCC開催回数、その他定例会議等開催回数、財務計画（収支状況）、人員配置状況、

運営に関する諸規定の整備状況 

 

（３）投入（インプット） 

１）日本側（総額３億円） 

専門家派遣（長期専門家３名、短期専門家10名程度） 

供与機材、研修員受入れ、プロジェクト活動費、その他 

２）ウクライナ側（総額1.1億円） 

カウンターパート人件費、施設建設・運営費、プロジェクト活動費 
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（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

ウクライナ政府関係各省から日本センターに対して継続的な支援が得られる。 

 

５．評価５項目による評価結果 

（１）妥当性 

ウクライナ日本センターは、ビジネスプログラムにて日本的品質管理・生産管理に関す

る実践的知識・スキルの提供を計画しているが、これは、「現在のウクライナにおいて、産

業界、特に中小企業は研修・指導の機会に恵まれておらず、なかでも、品質管理向上や在

庫管理に関するノウハウの提供を強く求めている（ウクライナの中小企業家連盟等へのア

ンケート結果より）」という同国のニーズに対応するものであり、ウクライナ産業の競争力

強化に大きく貢献するものである。さらに、ウクライナの開発政策である「2005-2007年国

際技術協力促進のための戦略」（2005年８月30日付閣僚会議令第829号）において、今後の

ウクライナとして重視すべき基本的方向性として、国民経済の競争力強化や中小企業振興

を掲げていることから、本プロジェクトはウクライナの国家開発計画の方針にも合致して

おり、実施の妥当性は高いといえる。これは、先般発表された「21世紀における新たなパ

ートナーシップに関する共同声明」（2005年７月21日、小泉総理・ユーシチェンコ大統領署

名）にて「ウクライナ日本センター」を歓迎する旨が言及されていることでも明らかであ

る。また、本プロジェクトでは、「ウクライナ日本センター」を経済発展への人材育成やビ

ジネス振興のみならず、ウクライナと日本の相互理解の拠点となることをめざしており、

両国の友好的な関係を築く意味でも上記共同声明の趣旨に合致している。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトは、ビジネスプログラムにおいて、①中小企業振興、②貿易・投資促進、

③産学官連携などを推進するためのコースを提供することを想定している。これは、中小

企業振興を促進することで、日本及び近隣国との貿易を担う企業の育成を図るとともに、

産学官連携等を通じ、成長の可能性を秘めた企業の促進を図るなど、各コースの相乗効果

を活かせるような設計となっている。また、ビジネスプログラムだけでなく、日本語プロ

グラムや相互理解促進プログラムを併せて展開することで、それぞれのプログラムの実施

によって達成される成果のみならず、日本の経済成長の背景を熟知したうえでの日本型経

営の理解や、日本語を通じた日本事情理解、日本的経営等を通じたビジネス日本語の学習

など、各プログラムの相乗効果も期待される。こうしたことから、プロジェクト目標を効

果的に達成させることが可能である、 

さらに、ウクライナ日本センターでは、日本経済、社会、文化等に関する情報提供・発

信を目的とした図書館機能も所持しており、これら情報等を利用した日本とウクライナ両

国の理解を促進するための諸活動を実施することで、日本とウクライナの相互理解を促進

させるという目標の達成も可能である。 

 

（３）効率性 

土地及び日本センター実施のための新施設はウクライナ側で用意することとなっている

（ウクライナ側による予算措置済み）。さらに、ビジネスプログラムの実施に関しても、
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KPIの経営・マーケティング学部講師の活用、貿易・投資促進コースでは産業企業家連盟や

中小企業支援連盟による情報や人材の紹介といったKPI内外の機関の協力を得られる見込

みとなっている。このようなウクライナ国内での実績のある団体と連携することで、プロ

グラムの実施をより効率的に行うことが可能である。さらに、本邦での本プロジェクトの

実施体制においても、日本貿易振興機構や国際交流基金と連携して実施することになって

おり、貿易・投資促進分野や日本語分野において、それぞれの専門性を持つ機関のノウハ

ウ、リソースを活用することで、各プログラムをより効率的に実施することが可能となる。

 

（４）インパクト 

ウクライナにおいては、経済及び社会分野における日本への関心は高いものの、日系企

業や法人の数が少なく、日本に関する情報を得るための機会が限定されている状況となっ

ている。かかる状況のもと、下記のような各種プログラムの提供を目的とした日本センタ

ープロジェクトを実施することで、主に下記のようなインパクトがあると考えられる。 

ビジネスプログラムに関しては、指導を受けた中小企業の実践を通じ、企業の生産性向

上に貢献することが期待される。また、貿易・投資に係る情報提供、セミナー、調査等の

活動は、両国間の貿易・投資関係促進につながることが期待される。さらに、産学官連携

に関する情報提供・制度構築支援や市民・大学・自治体間交流のための支援は、本格的な

産学官連携や学術交流への呼び水になることが予想される。 

また、ウクライナには洗練された文化土壌があり、かつ日本への関心が高いことから、

日本語事業や相互理解促進事業を通じて、社会的結びつきや文化的波及が予想される。 

さらに、センターの活動の一環である各種セミナーを通じて、両国の環境保全・省エネ・

IT等の分野の科学者・技術者が互いに参考となる情報や示唆を得て、自立的な協力・連携

関係が展開されることにより、それぞれの研究・実践に活用されることが期待される。 

以上のような活動を展開することで、ウクライナ日本センターがウクライナの経済成長

や様々な分野における日本・ウクライナ間の協力を促進するための機関としての機能を有

するようになるだけでなく、ウクライナにおける日本センターの存在が広く知れ渡ること

から、日本センターが両国の協力の拠点となるという上位目標の達成は可能である。 

 

（５）自立発展性 

本プロジェクトでは、ビジネスプログラムをはじめとした各種プログラムの大半を有料

で実施することになっており、受講料等の自己収入が見込まれている。センターの運営経

費については、上記の自己収入を主たる予算源とするウクライナ側予算及びJICA予算にて

賄うこととしているが、プロジェクト活動期間を通じ、自己収入の占める割合を増加させ

る方向でウクライナ側とおおむね合意が得られている。また、土地・施設に関しては、ウ

クライナ側による提供が確約されており、その建設予算確保のため必要な予算措置もなさ

れている。 

このように、本プロジェクトの実施に向けたウクライナ側の積極的な協力体制が確立さ

れているとともに、本プロジェクト運営のための既存組織（KPIが実施している既存の日本

センター）の再構築及び機能強化を図るための人員の配置や定款の整備、監督官庁との調

整作業がKPIを中心として実施されている。このことから、JICAによる本プロジェクト協
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力期間終了後も本センター活動を円滑に行える組織管理体制がある程度構築されており、

自立発展性は高いといえる。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

ビジネスや日本語などの教育機会を男女平等に提供することでジェンダーに対する配慮も実

施している。さらに、ビジネスコースにおける企業の生産管理や社会的責任などの指導を通じ

て、企業活動における省エネや環境保全にも一部寄与するものである。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

中央アジア諸国にて実施している日本センターでは、コースの設定及び実施において旧ソ連

圏特有のビジネス環境を勘案したものを提供している。特に、品質管理などにおいて、旧ソ連

時代の概念や規格が基本となっており、現地事情や企業形態だけでなく、ビジネスに用いてい

る規格等を十分に把握したうえでのコース設計及び実施が極めて重要であることがわかってお

り、ウクライナ日本センターでも上記の教訓を活かしたコース設計を行うこととする。 

日本語プログラムについても、モンゴル日本センターで実施している日本語ラジオ講座やIT

日本語講座などの実施を通じ、地方在住の方への日本語教育の提供における留意点やビジネス

プログラムとの連携による日本語プログラムの展開による相乗効果が見られることから、ウク

ライナ日本センターでも日本語を学ぶ機会を多くの方に提供するための手段として、これら事

例を積極的に導入することを検討していく。 

８．今後の評価計画 

・現在８カ国９センターにて実施している日本センター事業の将来的展望について、外部有識

者を交えた研究会等で検討を行っていることから、最終的な検討結果が出された段階で、必

要に応じてプロジェクトの活動内容の修正を検討する。 

・評価スケジュール 

中間評価：2008年下期、終了時評価：2010年上期、事後評価：2014年上期 
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第１章 事前評価調査の概要 
 

１－１ 事前評価調査団派遣の目的と概要 

事前評価調査団は、2005年10月24日～11月４日、ウクライナ日本センター（Ukraine-Japan Center：

UAJC）プロジェクトのマスタープラン案の協議・策定を目的に、キエフ工科大学（Kyiv Polytechnic 

Institute：KPI）及び経済省との協議、中小企業関連団体、現地企業、ビジネススクール等における

ニーズ調査を行った。また、UAJCプロジェクト活動の構成要素の一つとしてKPIから要望が出さ

れていた「産学官連携」について、調査団員である近藤正幸・横浜国立大学教授及び細野光章・

東京工業大学助教授により、日本の経験・制度・実例を紹介するセミナーをKPI内にて実施した。 

 

１－２ 調査団構成 

担当分野 氏名 所属 

団長 立原 佳和 国際協力機構社会開発部日本センターチーム長 

産学官連携 近藤 正幸 横浜国立大学教授 

研究開発 細野 光章 東京工業大学助教授 

評価分析 辻  伸一郎 あずさ監査法人 

協力企画 田宮 友恵 長谷川コーポレーション 

協力監理 矢向 禎人 国際協力機構社会開発部日本センターチーム 

 

１－３ 調査日程 

月日 曜日 時間 近藤教授・細野助教授 立原団長・矢向団員 辻団員 

10月23日 日 11：35 成田発（NH209） 

  16：35 フランクフルト着 

10月24日 月  9：40 フランクフルト発（LH3236） 

  12：55 キエフ着 

  16：00 KPI訪問 

  18：00 在ウクライナ日本大使館表敬 

10月25日 火 10：00 経済省訪問 

  11：30 KPI要望調査（産学官連携等について） 

  14：30 企業訪問（産学官連携企業） 
ビ ジ ネ ス コ ー ス

（BC）関係機関訪問

  17：00 企業訪問（中小企業） BC関係機関訪問 

10月26日 水 10：00 企業訪問（大企業） キエフ商工会議所 

  13：00 会場確認 BC関係機関訪問 

  14：00 セミナー開催 BC関係機関訪問 

10月27日 木 10：00 科学アカデミー訪問 BC関係機関訪問 

  11：30 企業訪問（中小企業） 中小企業支援連盟（または日系企業） 

  15：30 KPIとの協議 BC関係機関訪問 
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10月28日 金  9：30 大使館報告 BC関係機関訪問 

  13：50 キエフ発（LH3237） 

  15：40 フランクフルト着 

  20：45 
フランクフルト発 

（NH210） 

KPIとの協議 

10月29日 土 14：55 成田着 BC関係機関訪問または団内打合せ 

10月30日 日 終日 団内打合せ、M/M（案）作成 

10月31日 月 AM 調整中 

  PM KPIとの協議 

11月１日 火 AM KPIとの協議 BC関係機関訪問 

  PM KPIとの協議 BC関係機関訪問 

11月２日 水 AM 調整中 

  PM 経済省との協議 

11月３日 木 AM M/M（案）協議 

  PM M/M（案）協議 

11月４日 金 AM M/M署名 

  PM 大使館報告 

11月５日 土  8：00 キエフ発 

   9：00 ウィーン着 

  13：40 ウィーン発 

11月６日 日  9：00 

 

成田着 

 

１－４ R/D署名 

事前評価調査で合意された協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）に基づき、JICA社会開発部

及びウクライナ側関係者間でプロジェクト開始に向けた協議及び準備が行われ、プロジェクト開

始にあたっての討議議事録（Record of Discussion：R/D）の署名交換は2006年５月22日に行われた。 

プロジェクト期間はR/D署名日より５年間とした。前回M/MにてKPIと確認した内容をR/Dにて

再度確認した。ドナーによるプロジェクト実施に際してはウクライナの国内法の定めにより、「プ

ロジェクト登録」を行う必要があり、本登録には支援金額の総額を記載する必要がある。金額の

明記なく登録を行うことは困難であることから、あくまで見込みという前提で総額をR/Dに明記し

た。 

また、機材供与や専門家の免税措置、KPIが支出する運営経費の支出等の根拠として、KPI及び

経済省より技術協力協定等を引用するよう要望があったところ、これらを付記することとした（付

属資料４及び５参照）。 
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第２章 要 約 
 

２－１ 基本的枠組み 

調査結果の総括（協議結果詳細は、付属資料４．M/Mのとおり） 

    

（１）プロジェクト開始予定日は、2006年４月１日とする。また、活動計画（案）に沿ってプロ

ジェクト開始のための準備を進めていく。 

 

（２）KPIが建設予定のUAJC施設については、竣工が早くても2006年12月となる見込みであるこ

とから、それまでは現在のKPI図書館の一部（ゲーテインスティテュート跡及び現日本センタ

ー跡スペース）を拠点として活動を行う。 

 

（３）プロジェクトのマスタープラン案 

１）詳細はM/M添付のマスタープラン案のとおり。活動は、「ビジネスプログラム」「日本語

教育」「相互理解促進事業」の三本柱とすることでKPIと合意。ビジネスプログラムについ

ては、他の日本センターで実施している日本的経営を中心とした実践的ビジネスコースの

実施のみならず、「貿易投資促進支援（貿易投資セミナー、ビジネスマッチング等）」や「ウ

クライナにおける産学官連携支援」を含めることについて経済省及びKPIから、それぞれ要

望があった。 

２）貿易投資促進支援活動については、日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization：

JETRO）の協力が得られることを確認した後に正式にプロジェクト活動に含めることとし、

現段階では案にとどめた（在ウクライナ日本大使館の仲立ちでJETROロシア事務所等と協

議中）。 

３）産学官連携については、日本側の経験及び関連法律、具体的な事例紹介、同分野のウク

ライナの現状調査・分析を行う。また、KPIは他の高等教育機関等とともにウクライナ政府

当局に対して産学官連携制度整備の提言を行うこととなっており、プロジェクト活動の中

で、その提言のための支援も実施する。このためKPIからは、行政官に対する制度紹介のセ

ミナー実施の必要性も提起された。また、大学で開発された技術をもとに開発関係者が企

業を起こすこと（スピンオフ）の促進支援のため、ビジネスコースとの連携も図ることと

する。 

４）日本語教育分野については、UAJCをウクライナにおける日本語教育の拠点と位置づける

こととし、日本語コースの実施のみならず国内の日本語教師ネットワークの強化、日本語

教師への各種支援（教材作成支援など）にも取り組む。なお、日本語コースについては、

民間の日本語学校との競合がなく、初級コースのニーズも大きいことから、初級－上級ま

でのコースを行う。 

５）相互理解促進事業において、特にKPIから環境保全、省エネルギー、IT分野をテーマにす

ることについて強い要望があったことから、これらの分野における日本の技術紹介のフォ

ーラム等を企画することとする。また、ウクライナ－日本の大学間交流の橋渡しの役割を

務めていく。 
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２－２ プロジェクト基本計画の妥当性（評価５項目による評価結果） 

 ２－２－１ 妥当性 

以下の理由により、本協力には妥当性を認めることができる。 

 

（１）ウクライナのニーズとの整合性 

１）本プロジェクトは、ウクライナの開発政策に整合している。例えば、「2005-2007年国

際技術協力促進のための戦略」（2005年８月30日付閣僚会議令第829号）において、基本

的方向性として国民経済の競争力強化や中小企業振興を掲げているほか、「21世紀におけ

る新たなパートナーシップに関する共同声明」（2005年７月21日、小泉総理・ユーシチェ

ンコ大統領署名）でも「ウクライナ日本センター」を歓迎する旨言及されている。 

２）ビジネスコースにおいて日本的品質管理・生産管理に関する実践的知識・スキルの提

供を計画している。これはウクライナ産業の競争力強化に大きく貢献するが、供給が不

十分な分野であり、この不足を補う意義は大きい。また産学官連携、環境保全、省エネ

技術、IT技術等に関する情報交流の面でも協力を行う計画であるところ、これらはウク

ライナの発展段階に合致し、強いニーズが表明されている分野であり、協力の妥当性は

高い。 

３）本プロジェクトは各ターゲットグループのニーズに合致している。産業界の中で中小

企業は研修・指導の機会に恵まれていないことが指摘されており、特に品質管理向上や

在庫管理に関するノウハウに対するニーズは高い。また、日本とのビジネスに関心を有

するウクライナ企業と、ウクライナの安価な労働力と高い技術力に関心を有する日本企

業とのマッチングは両国間の貿易投資促進に貢献するものである。さらに、産業界のみ

ならずKPIも、産学官連携、環境保全・省エネ技術・IT関連技術には大きな関心を有して

いる。その他、日本の社会・文化や日本語に関する研究者や市民のニーズに応えること

も、両国間の交流基盤の拡大という点で有意義である。 

４）幅広い層を対象にするのが日本センターの特徴で、ウクライナの場合は産学官連携や

環境・省エネ技術・IT関連技術の関係者を含み、同国の高い技術力が市場経済の中で活

かされるよう留意してターゲットグループを選定しており、その選定に妥当性があると

いえる。 

 

（２）日本側にとっての意義 

１）わが国政府としても、「これまでにも米国やEUなどが数多くのプロジェクトを実施し、

ウクライナの『欧州への統合』路線を支援してきた。したがって、わが国による市場経

済化支援は、政策・制度面に対する支援よりもむしろ、わが国が経験を培ってきた技術

の移転や二国間経済関係強化に重点を置く必要がある」（ODA国別データブック）との立

場である。本プロジェクトはこの基本方針に従い、日本的品質管理や環境保全・省エネ

技術・IT関連技術の紹介、二国間の貿易投資促進に係るサービス提供等を活動内容とし

ている。 

２）1997年７月及び2003年５月に実施した「プロジェクト確認調査」では、「経済開発の基

盤形成」及び「産業環境対策」を援助重点分野として確認している。同調査は、特に市

場経済化・民間セクター開発支援、環境保全分野における支援の重要性を指摘しており、
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この点、本プロジェクトはわが国の援助政策（開発の方向性と開発重点分野）と整合性

があるということができる。 

 

（３）ODAによる支援としての妥当性 

１）人材育成に限らない幅広いニーズを有するウクライナの現状を考慮すると、本プロジ

ェクトをオールジャパン体制での協力に発展させることが望ましく、そのための実施体

制整備や調整を行うため、JICAが当初一定期間関与する意義がある。 

２）日本センターは、日本のプレゼンスを示すことを基本方針としている点、政府が実施

するプロジェクトとして妥当性がある 

３）急速な市場経済化のもと、ウクライナの中小企業やその従業員は必ずしもその恩恵に

浴しているとはいえない状況で、研修機会の提供等、かかる層に直接裨益する協力はODA

による支援として妥当である。 

 

（４）日本の技術優位性 

１）生産管理・品質管理に関する実践的知識・技術、環境保全・省エネ技術・IT関連技術

は日本が比較優位を有する分野である。 

２）本プロジェクトで実施を計画している活動は他国で実施している日本センターでも実

施実績があり、当該技術を有する専門家の確保が可能である。 

 

 ２－２－２ 有効性 

以下の理由により、本協力には有効性が認められる。 

    

（１）本プロジェクトは、経済成長に資する人材育成と社会・経済・文化面の交流関係促進の

ための体制がセンターにおいて整備され、センターがその役割を果たすことを目標として

いる。これは、センターが人材育成や交流促進のためのサービスや情報・機会を提供し、

これに参加するウクライナ・日本両国民が便益を得ることを意味しており、目標は明確で、

かつ達成可能な範囲にある。 

（２）本プロジェクトは、JICAのみならず、JETRO、国際交流基金、本邦教育機関が初期段階

から関与することを計画した、いわばオールジャパン体制の協力である。各機関がそれぞ

れの優位分野を担うことにより、目標の達成がより確実になると考えられる。 

（３）タイムフレームに関しても、２年間の準備段階を経て本格展開段階に入る無理のない計

画であり、実施期間内の目標達成が可能である。 

（４）ウクライナ側の人員配置、維持管理費等の予算措置、施設建設の進捗等の外部条件につ

いては、KPIの能力の高さを考慮すると、重大な阻害要因にはならないと思われる。 

 

 ２－２－３ 効率性 

以下の理由により、本協力の効率性は高いと判断される。 

    

（１）土地・施設はウクライナ側で用意する（そのための予算措置もとられている）ほか、人

員の投入も、域内各国のJICAリソースの活用を検討するなど、必要最小限に抑えている。 
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（２）設定された成果は体制整備と各プログラム提供という現実的なものであり、上述の投入

予定の資源量に見合っている。 

（３）準備段階から本格展開段階へと、投入が段階的に実施されるため、適切な量の投入が実

現される。 

（４）ウクライナ、特にKPIには質の高い人材が豊富であり、投入量がおさえられる。 

（５）ビジネスコースの実施にはKPI経営・マーケティング学部講師の活用、貿易投資促進事業

の実施には産業企業家連盟や中小企業支援連盟による情報や人材の紹介といったKPI内外

の機関の協力を得る方向で検討中であり、このような実績のある団体と連携することによ

り、センターの活動はより効率性を増すと考えられる。 

 

 ２－２－４ インパクト 

以下の理由により、本協力によるインパクトの発現が期待できる。 

    

（１）日本的品質管理・生産管理等、競合の少ない分野を活動領域とするので、プロジェクト

目標達成後、上位目標にいたる過程に著しい困難は見られない。すなわち、実施体制が整

備され、センターがその役割を果たす（プロジェクト目標）ようになった後も他ドナー等

の参入は依然容易ではなく、センターがかかる分野の人材育成と両国相互理解の拠点とし

ての地位を確立する（上位目標）ことが可能である。 

（２）ビジネスコースに関しては、指導を受けた中小企業の実践を通じて製造業の生産性向上

に貢献することが期待される。また、貿易投資に係る情報提供・セミナー・調査等の活動

は、両国間の貿易投資関係促進につながることが期待される。さらに、産学官連携に関す

る情報提供や市民・大学・自治体間交流のための支援は、本格的な産学官連携や学術交流

への呼び水になることが予想される。 

（３）ウクライナには洗練された文化土壌があり、かつ日本への関心が高いことから、日本語

事業や相互理解促進事業を通じて、社会的・文化的波及が予想される。 

（４）センターの活動の一環である交流を通じて、両国の環境保全・省エネ・IT等の分野の科

学者・技術者がお互いに参考となる情報や示唆を得て、それぞれの研究・実践に活用する

ことが期待される。 

（５）本プロジェクトは、ウクライナの投資環境に関する調査・提言や産学官連携の現状調査

を含んでいるところ、かかる活動が、法律・制度・基準等の整備・改善につながる可能性

も考えられる。 

（６）本プロジェクトを実施することによる負の影響は、特に予想されない。 

 

 ２－２－５ 自立発展性 

以下の理由により、本協力の自立発展性の確保が期待される。 

    

 （１）基礎的な組織・財務能力 

１）当センターでは、ビジネスコース、経営指導、貿易投資促進事業、日本語コースを有

料で実施する計画であり、受講料等の自己収入が見込まれる。センターの経費支出は、

かかる自己収入とJICA予算により賄われるところ、このうち自己収入の占める割合を極
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大化させるという長期的方向性が確認されている。また、土地・施設に関しては、ウク

ライナ側による提供が確約されており、その建設予算確保のため必要な措置もなされて

いる。 

２）関係者の積極的な協議参加が見られるほか、KPI内の意見調整や意思決定のプロセスは

適切に機能している。また、プロジェクト運営のための組織を設立することも提案され

ており、総じて活動を円滑に行える組織管理体制が構築されているということができる。

その他、海外との協力の実績があり、プロジェクト実施に必要な内部規定や制度を整備

する意思と能力を有している。 

 

 （２）社会的・習慣的・技術的受容性 

ウクライナの社会的・技術的水準は高く、紹介する知識・スキルが受け入れられる素地

が十分にある。 

 

 （３）効果普及メカニズム 

コース修了生や教師のネットワーク構築支援、モデル交流事業実施支援等、効果を拡大

させるための活動がプロジェクト計画に盛り込まれている。 
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第３章 プロジェクト実施上の留意点 
 

３－１ プロジェクトの位置づけ 

プロジェクト活動においては、UAJCの自立発展をめざすことから、センター運営費のコストリ

カバリーのためにビジネスプログラム、日本語コースにおいて受講料等の収入を得ることをKPI

との間で検討してきた。しかしながら、これについて、ウクライナ経済省から「技術協力協定に

照らすと、技術協力プロジェクトが収入を得ることを活動とすることは認められない」との解釈

が強く主張された。このため、その対処策として「収入を得る主体は、KPIの一部局（プロジェク

ト実施のための新部局を整備予定）であり、プロジェクトはその部局に対するJICAからの協力、

と位置づける」とすることで合意した。 

 

３－２ センター施設建設 

当初の計画では、2005年中にセンター建設のための設計及び基礎工事が実施される予定だった

が、追加設計が明らかになったことを含む全体スケジュールの遅れにより、年内に基礎工事に入

ることは不可能となった。また、KPIは2005年度予算として基礎工事分12万UAHも含む60万UAH

を確保しており、また2006年度分としては295万UAHを確保の見込みであったが、追加設計分を含

む見積もり見直しの結果、工事費が合計で659万UAH必要になることが判明。このためKPIは2006

年度に予算の大幅増額を求めることとしているが、必要額が確保できるかどうかは不透明な状況

にある。いずれにしても、スケジュール調整、予算確保ともKPIの相当の努力が必要となる。 

 

３－３ カウンターパートの配置 

ウクライナ側カウンターパートとして、KPIから共同所長及び会計担当が配置されることで合意

した。しかしながら、具体的に誰が配置されるのかまでは決定に至っていない。また、合同調整

委員会の構成についても、実施協議時に決定する。 

 

３－４ 産学官連携推進の諸条件 

KPIにおいて産学連携を進めるにあたり、KPI側から現在の課題として①スピンオフ企業に大学

内の新しい施設を与えることに規制がある、②大学内の個々の研究員のイニシアチブで開発した

技術を商業化することに規制があるなどの制約が挙げられた。KPIは現在、他の大学とともに「テ

クノポリス」という枠組みを作りイノベーション環境の整備に取り組んでいるが、産学官連携を

推進するためにはウクライナの国内法の整備が必要との問題意識を持っている。このため、プロ

ジェクトの中では上記の制約条件と折り合いをつけながら活動を進めるとともに、法整備の改善

提言のための支援に取り組むことが求められている。 

 

３－５ ビジネスコースの詳細設計 

ビジネスプログラムにおけるビジネスコースの実施については、他の日本センター同様、中小

企業を対象とした実践的コースのニーズが高いことは確認されたが、どの産業に重点を置くのか、

受講料をどのくらいにするのかなどの実施上の詳細については更なる検討が必要。なお、産業企

業家連盟等からは受講者募集活動などについての支援が約束されたほか、人材開発大学（産業政

策省傘下）からもコース実施に関して何らかの協力をしたい旨が表明された。効果的にコースを
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実施し、インパクトを拡大するためには、KPI外のこれらの機関からも協力を得ていくことが重要

と思料する。 

 



付 属 資 料 

 

１．ウクライナ日本センター事前評価調査団帰国報告会資料 

２．ウクライナ日本センター事前評価調査報告 

  －キエフ工科大学における産学官連携の現状と課題－ 

３．ウクライナ日本センター施設調査報告書（実施協議調査報告書） 

４．事前評価調査M/M 

５．ウクライナ日本センタープロジェクトR/D 
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ウクライナ日本センター事前評価調査団帰国報告会次第 

 

日時：2005 年 11 月 11 日（金） 第 1 部 15：00～16：00 分 

                第２部 16：00～17：30 分 

場所：JICA 本部 7 階社会開発部会議室 

 

出席者（予定）：外務省技術協力課 森井事務官 

        横浜国立大学大学院 近藤教授 

        東京工業大学産学連携推進本部 細野助教授 

        長谷川コーポレーション 田宮 友恵 

        あずさ監査法人シニアコンサルタント 辻 真一郎 

        日本国際協力センター 吉田 清 

        日本国際協力センター 阿部 良一 

        中東・欧州部中東第二・欧州 T 小池チーム長 

        中東・欧州部中東第二・欧州Ｔ 今溝職員 

        社会開発部               岡崎部長 

        社会開発部第 1 グループ  木下グループ長 

        社会開発部日本センターT 立原チーム長 

        社会開発部日本センターT 矢向 

 

調査団派遣期間：2005 年 10 月 23 日～11 月 6 日 

        なお、田宮団員のみ 9 月 21 日～11 月 6 日 

 

議事次第：第１部 調査結果報告（概要） 

（１）出席者紹介 

    （２）調査結果概論（立原Ｔ長） 

    （３）各分野における調査結果の報告（各団員） 

    （４）質疑応答 

 

    ：第２部 課題・検討事項に関する今後の対応方針について 

（１） ＭＭ協議等にて継続協議となった事項の説明 

（２） 質疑応答 
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調査結果報告（概要） 

 【総論】 

（１） 本調査団は、上記日程にてウクライナ政府関係者及びキエフ工科大学（以下 KPI とする）

関係者と日本センター実施に関する協議を行った。その結果、上位目標やプロジェクト

目標。センター活動（ビジネス、日本語、相互理解促進の３本柱の実施、産官学連携、

の実施）の方向性について基本的な合意を得た。 

（２） しかし、先方援助窓口機関である経済省より、国際約束に基づくプロジェクトは全て無

料で実施（受講料等を徴収してはならない）との指摘を受けたため、KPI における日本

センターの位置付けや、光熱水料を始めとする KPI 負担事項等については、次回のＲＤ

協議に持ち越すこととした。 

（詳細は団長所感を参照。なお、本件については第２部にて検討予定） 

 

 【産官学連携】 

（３） 本調査団に参団していただいた、近藤教授及び細野助教授により、ウクライナにおける

産官学連携に関する現状調査を行うとともに、KPI 講堂にて「日本における産官学連携

への取り組み」をテーマとした講演が行われ、好評を博した。 

（４） 産官学連携については、KPI から Spin Off した企業が存在すること、ビジネスインキュ

ベーターやテクノポリスが設置されるなど、産学連携に向けた KPI の取り組みは確認で

きた。しかし、ウクライナ国の法律にて大学が商業活動を行うことが禁じられているこ

となど、産官学連携を実施するための法的基盤が整っていないことが判明した。さらに、

KPI 内でも産学連携を実施するための体制が構築されているわけではなく、教授の個人

的繋がりで実施されているというのが現状であった。（詳細は別途近藤教授・細野助教

授から報告） 

 

 【ビジネスコース】 

（５） ビジネスコースに関しては、産業企業家連盟や中小企業支援組合、民間ビジネススクー

ルなどを訪問し、日本センタービジネスコースにて提供するコース内容について意見交

換を行うとともに、ニーズの確認を行った。 

（６） 各訪問先より、経営管理や生産管理、人事管理などを教える機関がキエフには少なくニ

ーズは高いこと。民間ビジネススクールは MBA コース等を提供しているが、受講料が

高く受講可能な層が限られていることなどのコメントがあり、日本センターにてこれま

で提供しているコース内容のニーズがあることが伺えた。 

（７） さらに、ウクライナにおける日本経済や企業に関する関心は高いが、情報が限られてい

ることから、日本センターにて日本的経営等に関するコースを提供することは有効との

意見も聞かれた。 

（８） しかし、今回調査では、実際の企業経営者（KPI からの Spin Off 企業を除く）に対する
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インタビューが出来なかったことや、工場見学などの実施が出来なかったことから、ビ

ジネスコースにて提供すべきコース内容の詳細やレベル、対象とすべき業種を絞る込む

ことは出来なかった。 

（詳細は辻団員より報告） 

 

【日本語】 

（９） 日本語コースについては、キエフ大学に赴任中の森戸先生と協議を行い、日本語コース

にて提供するコース内容やレベルについて検討した。この結果、１）ウクライナにおい

て、民間で日本語を教えている機関が少ない（１～２との情報あり）ことから、他国日

本センターとは異なり、初・中級コースの設置が有効であること、２）中級より上のコ

ースが存在していないことから、受講者のモチベーションを高める上で、上級コースの

設置も必要であること、３）日本語教師会がキエフに存在しているものの、活動は活発

とは言えないことから、キエフにある日本語教師会の活性化を支援するとともに、日本

語教師会のネットワークをウ国全体に拡大する意義は高いこと等が確認された。これら

結果を KPI に説明し、日本語コースにおける活動の方向性を MM に記載・合意した。 

 

【相互理解促進】 

（10）相互理解促進事業については、調査団より、日本社会や文化に関する情報発信や今回実

施した産官学連携のセミナー等の開催を行うとともに、日本とウクライナの交流を促進す

べく、大学間交流などの橋渡しを行うことを提案した。 

（11）KPI より、上記説明については了解するものの、科学技術も含めた学術交流分野での協力

を行って欲しいとの要望が出された。調査団より、直接的な研究開発支援は行えず、学術

交流についても橋渡しを行うことや、単発のセミナーのみの実施になることを繰り返し説

明した上で、KPI の希望の一部を MM に記載した。 
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1. 調査の背景 

 ウクライナ日本センターは、同国における市場経済への移行を目指す改革の促進及び経

済分野における人材育成を目的として、「支援委員会」とウクライナ国政府との間のメモラ

ンダムに基づき、1999 年に開所している。同センターは在キエフ・モヒラ大学に設置され、

これまで経済講座の開催、本邦招聘研修、日本語講座、図書館の一般開放、その他各種企

画などの活動を展開してきた。 

2003 年 3 月の「支援委員会」の廃止に伴い同センターの JICA への移管が検討され、2002

年 12 月及び 2003 年 5 月の調査団の派遣より、キエフ工科大学（KPI: Kiev Polytechnic 

Institute）における日本センターの設置、日本センター事業として「技術協力部門」、「経

済協力部門」、「文化事業部門」、「図書館」の 4 部門を中心とした事業規模拡大の意向があ

ることが確認された。 

2004 年 8 月に派遣された第１次事前評価調査団1は、ウクライナ経済・欧州統合省及び

KPI と協議を行い、国際協力機構（JICA: Japan International; Cooperation Agency）に

よる日本センター協力に関する期待感を確認すると共に、日本センターが日本との貿易・

投資促進の機能を果たす旨の要望を受けた。しかし、日本センター設置を想定していた既

存建物が十分でないため、ウクライナ政府が建物の新造を実施の前提とした。 

ウクライナ政府による日本センター設置に係る予算措置については、政権交代による変

遷があったが、2005 年 3 月に KPI 建物増設経費として承認された。既に、KPI を中心とし

て日本センター実施のためのワーキンググループが設置され、関連建物の許認可取得のた

めの作業を行っており、また、JICA も施設設計アドバイザーの派遣等の支援を行っている。 

このような背景の中で、2005 年 10 月、日本センターの活動内容の詳細の協議および日

本センター事業の宣伝の一貫である記念セミナーの開催を目的として、本調査団が派遣さ

れた。本調査団は、日本センターの「技術協力部門」における関連コース候補である「大

学を核とした産学官連携による新産業創出」の妥当性の調査を行うと共に、KPI の関係者

等を対象として「我が国における産学官連携の経験」に関する講演を行った。 

 本報告書では、KPI の産学官連携活動に携わる関係者、KPI の技術・人材を活用したス

ピンオフ企業（プラズマ・テフニカ社、ロタ社、エネルギア社）の関係者、及び、ウクラ

イナにおける科学技術システムを研究している科学アカデミーSTEPS研究所の研究者に対

するインタビュー調査の結果を報告する。また、セミナー時における関係者との意見交換

等の成果を踏まえたウクライナ日本センターにおける活動内容の KPI に対して行った提言、

及び KPI の反応についても合わせて報告する。 

 

 

 

                                                  
1 本事前評価調査（２００５年１０月実施）のための先行調査として２００４年８月に官団員のみによる

第１次事前評価調査を実施。 
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2. 調査団メンバー 

立原 佳和  国際協力機構社会開発部日本センター チーム長 

田宮 友恵  国際協力機構 調整員 

近藤 正幸  横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 

細野 光章  東京工業大学産学連携推進本部 特任助教授 

辻 真一郎  あずさ監査法人 

矢向 禎人  国際協力機構社会開発部日本センター 職員 

 

 

 

 

3. 調査日程 

10 月 23 日（日） 成田→フランクフルト 移動        フランクフルト泊 

10 月 24 日（月） フランクフルト→キエフ 移動 

ウクライナ経済省 表敬   

文部科学省夕食会                 キエフ泊 

10 月 25 日（火） キエフ工科大学学長 表敬 

キエフ工科大学 要望調査 

プラズマ・テフニカ社 調査 

ロタ社 調査   

大使主催夕食会                  キエフ泊 

10 月 26 日（水） セミナー準備・会場設営 

セミナー「産学官連携における日本の経験」 

セミナー懇親会                  キエフ泊 

10 月 27 日（木） 科学アカデミーSTEPS 研究所 調査 

エネルギア社 調査 

キエフ工科大学科学イノベーション局 調査    

キエフ工科大学 調査報告             キエフ泊 

10 月 28 日（金） 大使館報告 

キエフ→フランクフルト→ 移動           機中泊 

10 月 29 日（土） →成田 
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4. キエフ工科大学からの要望 

 本調査を開始するにあたり、キエフ工科大学（KPI）のツィガノク国際協力局長、スラバ

ジャン教授、イルチェンコ教授他からの日本センター事業に関する要望の聴取を実施した。

技術協力に関しては、大別して次の三点についての要望が表明された。 

 

①環境保全技術に関する技術協力 

   KPI では、7 つの部局及び附置研究所が連携して、環境保全技術（廃棄物処理・汚染

浄化・新エネルギー開発・水質浄化）の研究開発を実施している。わが国は当該の環

境保全技術において先進的な研究開発を行っていることから、本邦研究機関等との連

携研究等による技術協力の実施を期待する。 

 

 ②情報関連技術（ICT: Information Communication Technology）に関する技術協力 

   KPI には、ICT 設計局といわれる KPI と周辺地域の情報インフラ整備を行う部局が

あり、PC 設置を含む情報ネットワークの構築を目指している。現在、教育及び大学運

営のために 3000 台の PC、情報関連学科専攻の学生のために 4000 台の PC が設置され

ているが、中央集権型のネットワークによる管理体制の整備が急務であり、技術協力

を期待する。 

 

 ③産学官連携活動に係る技術協力 

   国家イノベーション法により全国 16 ヶ所に設置されている法人「テクノパーク」の

うち、キエフ地区「テクノパーク」の中核として KPI は、産学官連携プロジェクトの

実施を目指している。また、同「テクノパーク」には、KPI 発スピンオフ企業支援を

目的とした関連協力法人である「ビジネスインキュベータ」も参加している。さらに、

「テクノパーク」、「ビジネスインキュベータ」、金融機関、スピンオフ企業による「テ

クノポリス」というコンソーシアムを形成し、より広範な産学官連携活動を目指して

いる。 

   このように、KPI では産学官連携活動の推進を目指しているが、順調に推移してい

るとは言いがたいのが実情である。このため、わが国における産学官連携活動の経験

を踏まえた、技術協力を期待する。特に本調査においては、大学発スピンオフ企業関

連制度の状況の把握及び政府への提案、スピンオフ企業の現状と課題等について検討

を望む。 

 

 上記の要請のうち、①及び②については今回の調査のスコープと大きく異なるため、参

考の要望として取り扱い、③について重点的な調査を実施した。 
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               キエフ工科大学本部 

 

 

 

               学長による大学紹介 

 

 

5. キエフ工科大学の関係する産学官連携活動  

 大学を中心とした産学官連携による技術移転活動は大別して、①民間企業・公的研究機

関との共同研究・受託研究、②大学教員の発明に基づく特許の民間企業等へのライセンシ

ング、③大学の技術・人材を活用したスピンオフ企業の創出が上げられる。わが国におい

ては、1980 年代から共同研究・受託研究を推進が関連施設の設置と合わせて進められてき

ており、特に 1990 年代半ばからはナショナル・イノベーション・システムの中核として産

学官連携活動が取り上げられ、大学発特許のライセンシングを行う技術移転機関（TLO: 

Technology Licensing Organization）の設置、大学発スピンオフ企業の創出を目指した政

府による支援事業及び金融機関等によるベンチャーキャピタルの設立など、多様な支援機

関と体制が整備されてきている。 

 このようなイノベーション創出を狙った産学官連携活動は、わが国に限った取り組みで

はない。米国・シリコンバレー等における同種の活動の成功を受けて、大学を中心とする

サイエンスパーク・テクノパークを設置して地域産業クラスター（テクノポリス）の形成

を目指す取り組みが、米国、欧州、アジア等においてイノベーション政策の一端として、

また、大学の研究・教育活動を補完するものとして進められている。 

 ウクライナ政府及びキエフ工科大学の学長をはじめとする経営陣もこの世界的な潮流を

把握しており、産学官連携を促進するための学内組織の創設、そして支援機関の構築及び

協力を行いつつある。大学内の部局として、大学所有の特許・著作権を管理・活用を行う

科学イノベーション局知的所有権商業化課、大学外組織として、大学における研究開発成

果に基づく起業支援のための法人であるビジネスインキュベータ、産学官連携研究を推進

するための法人であるテクノパーク、そして、大学、ビジネスインキュベータ、テクノパ

ーク、金融機関、ベンチャー企業等によるコンソーシアムであるテクノポリスがある。 

 このため、KPI 科学イノベーション局知的所有権商業化課、テクノパーク、ビジネスイ

ンキュベータ、テクノポリスの関係者に対して、その設立の背景、業務内容、抱える課題

等の調査を行った。 

 

5.1.  キエフ工科大学科学イノベーション局知的所有権商業化課 

 KPI の大学部局の一つであり、2005 年 4 月にそれまで存在していた特許・ライセンス課が改

編され、知的所有権商業化課となり現在に至っている。特許部門、著作権部門、マネージメン
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ト・マーケット部門の三部門に分かれており、KPI の開発した技術の知的所有権の保護とそれ

らの知的所有権のライセンシングなど、市場に販売を目的としている。 

KPI の学術担当副学長の管轄下にあり、正規職員 4 名、その他教員と兼任のスタッフ 2 名、

KPI の学生スタッフ 3 名で構成されている。主な財源は、ウクライナ国家予算であるが、その他

財源から入ってくる資金もある。例えば、国内外の基金、組織、銀行、その他の法人及び個人

からの寄附金及び補助金、そして、大学有知的財産権のライセンシング対価も財源になりう

る。 

大学内規及びウクライナ特許法により、大学教職員の創出した知的財産権の取扱いが定

められている。教職員の発明の特許権は大学に帰属する。民間企業等との共同研究や民間

企業等からの受託研究から発明が生まれた場合は、当該発明は大学と民間企業等との 50%

ずつの共有になるが、別途契約でその比率を定めることも可能である。大学有特許のライ

センシング等によるロイヤリティの配分原則は、政府研究資金を用いた研究の場合、80%

が大学、20%が発明者、民間企業等との共同・委託研究の場合、50％が大学、50%が発明

者、個人の単独発案の場合、20%が大学、80%が発明者と定められている。 

KPI では 1 年あたり 100 件～120 件の発明届けがあり、知的所有権商業化課はそのすべ

てを国内出願している。知的所有権商業化課が外国出願を行ったことはないが、教職員が

ロシアへ直接出願することは多々あるとのことである。特許マーケティングは、組織改編

まもなく、まだこれからの状態であるが、KPI のホームページや展示会等での紹介により

ライセンシング先を探している。現在、ウクライナの複数の企業と、鋳物鋳造技術、金属切断

機製造、精密機械製造関連の技術販売に関するライセンス契約の締結作業を進めている。し

かし、これまでのところライセンス契約は 1 件が実現したのみである。 

実質的に大学教職員から発明の知的所有権商業化課に対する報告はほとんど行われてい

ないらしく、十分な知的財産の管理が行われていない。また、教職員の知的財産に対する意

識は低く、知的所有権商業化課としても積極的に早急な管理強化を行う意志はない。WTO 加

盟等による外圧によって、ウクライナ政府には知的財産の適正な管理が求められており、KPI

でも知財の重要性を説くセミナー等が開催されている。しかし、特にウクライナ国内特許に関し

ては保護のあり方を含め、十分に制度が浸透しておらず、ライセンシングを始めとする知的財

産の活用は障害が多い。 

 

5.2. テクノパーク・キエフポリテフニカ 

2001 年に法制化されたイノベーション法により設立が定められた法人であり、ウクライ

ナ全国で 16 ヵ所に設立されているが、そのうち実際に活動しているのは KPI が中核である

テクノパーク・キエフパリテフニカを含め 8 ヵ所である。16 ヵ所のテクノパークのうち 6

ヵ所は、科学アカデミー下の研究所を中核として設立されている。 

テクノパークは知識集約型製造業の創出を目指して、隣接して立地する公的研究機関・大

学・民間企業の参加を受け、各機関を連携させて研究を行い、国際市場で競争力を持つ製



 

－25－

品の開発・生産を行うイノベーション・プロジェクトの形成支援を行っている。主な財源はウクラ

イナ政府からの補助金、及び、テクノパークの参加者の内部投資である。また、イノベーション・

プロジェクトが形成された場合には、税制上の優遇措置も得られる。 

KPI が参加しているテクノパーク・キエフパリテフニカは 2002 年に設立されている。参加大

学・企業等におけるイノベーション・プロジェクト形成の可能性のある研究と関連投資オファー

に係るデータベースの構築を行い、それを元に研究と資金のマッチングを行い、イノベーショ

ン・プロジェクトの形成を実施し、最終的に合弁企業の創設を目指している。現在までに、韓国

輸出入銀行及びウクライナ政府融資により、テクノパーク内に工業施設が建設されている。

現在の職員数は 8 名であるが、技術支援ほか KPI 教職員が深く関与している。 

 

5.3. ビジネスインキュベータ・ポリテフセンター 

三つの事業方針①KPI 発スピンオフ企業の支援、②起業家支援・教育、③政府及び民間

企業からの委託研究の実施を掲げて、テクノパークに参画している法人（非政府組織）で

あり、2003 年に設立された。KPI の研究開発成果の事業化を行う組織として技術導入請負

部分は政府からの補助があるが、基本的に自己財源により運営されている。リボフ工科大学

にも同種のインキュベータが設置されている。 

KPI のスラバジャン教授が所長として指揮に当たり、その元に 12 名の職員がいる。KPI が開

発した研究開発成果の商業化に携わっているスピンオフ企業に対して支援のほか、KPI、スピ

ンオフ企業、テクノパークと連携を行い、コンサルテーション業務を実施している。また、賃貸

物件の紹介や、実験室、機材の提供等の業務を行っている。  

 

5.4. テクノポリス 

2005 年 9 月に設立されたテクノパーク・キエフポリテフニカ、ビジネスインキュベータ・

ポリテフセンター、金融機関、KPI 発スピンオフ企業による法人格を有しないコンソーシ

アムである。特に政府からの財政的支援は受けておらず、参加法人の参加費により運営さ

れている。金融機関等から資金供給に関する情報や各機関の持つ技術的・経営的ノウハウ

の相互交換を目的として活動を開始したが、設立後間もなく未だ試行錯誤の状態である。

その責任者に学長及び副学長が就任するなど、KPI が運営の中心的役割を担い、参加法人

間の調整を行っている。テクノポリスについての法制化も検討している。 

 

6. キエフ工科大学発のスピンオフ企業  

 既存産業の老朽化が進むウクライナにおいては、特に新産業の創出・育成が急務である

と考えられるが、大学及び公的研究機関の研究開発成果を利用したスピンオフ企業の創出

が非常に効果的であると思われる。 

このため、KPI における研究開発成果及び KPI の人材を活用したスピンオフ企業である

「プラズマ・テフニカ社」、「ロタ社」、「エネルギア社」の三社に対して、その設立の背景、
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業務内容、抱える課題等の調査を行った。 

三社とも KPI から校舎の一部分を有償で借り受けて研究開発設備等を設置している。ま

た、三社ともに KPI 教員または研究員が創業しており、現在も兼業等により経営に関与し

ている。ウクライナ独立後、大学教員の給与が低く抑えられており、止むに止まれぬ動機

により教員自らが起業しているのが実情ではないかと思われる。 

 

6.1. プラズマ・テフニカ社 

1998 年に、KPI の研究員であった（現在も研究員である）現社長ほかが、自己資金によりプ

ラズマ・テフニカ社を設立した。事業内容は、情報保護技術に関する開発及び製造、導入、ケ

ア、効果的システムとツール研究、各種サービスの提供であるが、その他にも真空イオンプラ

ズマスプレーやイオン放射加工装置とその技術工程の開発を行っている。 

職員は 19 名であり、そのうち研究職は 6 名、技術者は 5 名である。一部職員は、KPI 研究

員を兼職しているほか、KPI の学生を非常勤職員として雇用している。同社の主要な製品には、

情報保護技術を適用したコンピューター「プラズマZV」があり、様々なレベルでアクセスが制限

される情報を保護できる。これらの製品の設計と製造技術に関しては、ウクライナの国内特許

のほかソ連時代に KPI が出願した米国、欧州各国の特許によって保護されている。同社の製

品は関連の業界誌等を介して海外にも知られており、ウクライナ国内のみならず海外にも販売

されている。 

同社は KPI の技術及び人材を活用したスピンオフ企業であるが、KPI 以外にも複数の大学

やその他研究機関と連携を行っており、その中には国立航空大学、ウクライナ国家科学アカ

デミー常任委員会、電気力学単科大学、パトン電気溶接単科大学、ウクライナ安全保障アカ

デミー等がある。具体的には、研究者のコンサルティング、共同研究、委託研究等を行ってい

る。KPI から貸与された建物の一角に研究開発設備及び事務所があり、実質的に KPI が同社

の本社となっている。 

 

6.2. ロタ社 

 1991 年に KPI 教授兼ロタ社社長が、関係の研究者 3 名及び大学と共同出資して設立された。

しかし、1992 年に関連法規の改正により KPI が株式を保有できなくなったため、それ以降は社

長ら個人出資者が同社の株式を保有している。事業内容は暖房機の製造、暖房・給湯システ

ムとボイラーの組み立て・据付、自動暖房システムの開発と組み立て・据付、バナー装置の開

発と製造である。基本的に同社の製品・サービスは、旧ソビエト連邦圏におけるボイラーシステ

ムに対するものであり、欧米先進諸国における市場性は低いと考えられる。過去 5 年間の売り

上げは、6000 万円前後で推移しており、比較的安定している。 

職員数は 42 名であり、そのうち技術者は 18 名である。また、KPI の修士学生を非常勤職員

として雇用し、同社の開発研究と修士論文研究を兼ねた研究を行わせている。社長は KPI の

熱エネルギー関係の研究所の所長もしている。 
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同社の本社としての事務所が学外にあるものの、KPI の建物の一角を借りて研究開発が行

われており、実質的に KPI 内に同社が存在するといえる。研究開発は、ロタ社において兼業を

行っている KPI 教員が所属する KPI 熱エネルギー学部、及び、化学技術学部との委託研究が

主体でありまた製品製造は、外部の製造工場を有する企業へのアウトソーシングにより対応し

ている。 

 

6.3. エネルギア社 

1995 年に KPI 教員の出資により設立されたエネルギー消費の管理・制御機器の基礎研究

を行う企業であり、主にウクライナ政府や途上国援助機関がそのクライアントである。同社は、

基礎研究のほかに学生および社会人を対象に電力管理者育成のための教育コースも開設し

て、人材育成業務も行っている。また、関連企業として、KPI 卒業生が社長であるエネルギア・

プラス社があり、同社はエネルギー消費の管理・制御機器の応用研究及び製品開発を目的に、

国からの委託研究のほか、民間企業との共同研究を行っている。 

 エネルギア社、エネルギア・プラス社共に、KPI の建物の一部を借りて、研究開発及び人材

育成を実施している。エネルギア社の従業員数 6 名であり、そのうち技術者は 4 名であり、

KPI 卒業生に限らず、他大学の卒業生も雇用しているとのことである。同社の主要製品の消費

電力自動カウントシステムの販売対象は、ウクライナ国内の工場設備や公的機関が中心であり、

従って実質的に特許の有効性が担保されていないためか、製品に関わる特許は有していな

いとのことである。 

 

7. ウクライナにおける科学技術システム 

 ウクライナの科学技術システムにおける産学官連携活動の相対的な位置づけを把握する

ために、科学アカデミー下の科学技術ポテンシャル・科学史研究所の研究員に対してイン

タビュー調査を行った。 

 ウクライナの科学技術システムは、大学、アカデミー、産業（省庁下研究所）、及び工場

（民間企業）の４セクターに分けられる。現在、ウクライナの科学技術システムは、その

研究開発経費の半分を外国企業等の海外からの資金により賄っている。すなわち、ウクラ

イナ国内で実施されている研究プロジェクトの半数が、海外企業等との共同プロジェクト

である。 

大学は教育・研究を行う独立した法人であるが、その財源の約 50%が政府から補助金で

あり、約 50%が授業料を含めた外部資金である。ウクライナにおける博士号取得者及び候

補者の 60%が大学に在籍しているが、このうち 1/3 程度が研究に従事している。大学のう

ち 10～15 校は世界的に見て研究大学である。大学職員は国家公務員ではなく兼業等も許さ

れているが、年金システムだけは公務員のそれに準拠している。 

アカデミーは主に基礎研究を実施する機関であり、かつては科学アカデミーのみであっ

たが、近年、美術アカデミー、農学アカデミー、医学アカデミー、教育学アカデミー、法
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学アカデミーが増設された。 

産業セクターは産業政策にかかる省庁下研究所のことであり、4 セクターのうち最多の研

究者を抱えている。ウクライナ独立以前には 400 超の研究所が存在していたが、独立後に

その多くが株式会社化され、その後の国有株式の放出により現在は完全な民間企業として

活動している。株式会社化後は、政府に財源を依存できなくなったため、外国企業等から

の委託研究を受託して研究を実施している。ただし、ソビエト連邦時代に、在ウクライナ

の研究所は連邦全体に分散している多数の研究所の一部の研究を担当してきており、研究

のスコープが部分的であることから、単独の研究所では十分な研究成果を得られていない。

このため、一部の研究所は既に倒産している。  

 企業セクターは、いわゆる民間製造業のことであるが、独立後の経済不況と海外企業と

の競争により、民間製造業に在籍する研究者・技術者数は独立前の 8%から 3%に激減して

いる。民間企業ではないが、独立後、民間での科学技術活動として最も盛んなのは、海外

企業から個人の情報技術者に対する委託研究である。ウクライナは情報技術者を多数育成

しているが、その多くが海外企業からの委託研究を受託して生計を立てている。さらに、

海外企業の委託研究において能力を認められた優秀な情報技術者は、委託元の海外企業が

直接雇用を行う場合が多い。 

 旧ソビエト連邦時代から比較的優秀な科学者・技術者を育成してきたウクライナである

が、独立後にその科学技術システムは大きく変質し、その財源を海外企業等に大きく依存

するようになっている。また、科学者・技術者の海外企業・大学等への移動が激しく、頭

脳流出（ブレイン・ドレイン）が大きな問題となっている。 

 

       大学構内にあるプラズマ・テフニカ社の製造設備 

 

             ロタ社社長兼 KPI 教員 

 

8. KPI への提言 

 本調査では、大学内外の産官学連携機関及び大学発スピンオフ企業を対象として、すな

わち科学技術の供給側を主体として、調査を行ったために、科学技術の需要者たる民間の

大企業・中小企業についての調査を実施していない。従って、必ずしも十分にウクライナ

における産学官連携の現状を把握しているとは言えないが、大学における産学官連携活動

に対して提言を行うことは可能である。そこで、KPI に対して次のような報告及び提言を

行った。 

 

① スピンオフ企業に関して 

KPI 発スピンオフ企業は比較的順調に経営が行われ、安定成長をしている事例が

多い。しかし、それらスピンオフ企業の設立及び経営に関して、大学等による組
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織的支援は十分であるとは言えず、KPI は明確な支援策をもってスピンオフ企業

育成に当たる必要がある。ただし、大学に係る既存の法律により、大学の活動が

大きく制約されていることから、ウクライナ政府には関連法令の改正等が求めら

れる。 

 

② 共同研究・受託研究に関して 

ウクライナ全体の傾向としていえることであるが、共同研究・受託研究の相手先

は主に海外企業であり、国内企業との連携は数少ない。これは、国内企業に委託

研究や共同研究を実施するだけの財務的なゆとりがないこと、また、実施させる

インセンティブがないことに起因すると推測される。従って、ウクライナ政府は、

産学官連携研究の推進のために、マッチングファンドのような研究に対する補助

金給付制度や、環境・エネルギー規制のように企業活動に制約を設けてイノベー

ションを促進させるインセンティブを与える必要がある。 

 

③ 産学官連携コーディネータに関して 

KPIは知的財産管理の担当部局を設置し、さらに学外のビジネスインキュベータ、

テクノパーク、テクノポリスと密接な連携を図っている。このように組織的・制

度的な枠組みについては整いつつあるが、その組織・制度内で関連のアクターを

つなぐ役割のほとんどを一部の KPI 教員が担っており、限界があるように見受け

られる。従って、そのようなアクター間の潤滑油となる産学官連携コーディネー

タのような職種を新たに設け、活動させることが望ましい。 

 

④ 起業家支援に関して 

KPI 発スピンオフ企業の設立者は、ウクライナ独立度に経済的に困窮した KPI 職

員及び研究者であり、学生による起業は少ないように見受けられた。加えて、KPI

は学生に対して起業家教育等を行っていない。従って、主に博士課程学生を対象

とした財務・人事・技術管理等を含む企業家育成コースを設けて、積極的な起業

家育成を実施することが適当である。 

 

⑤ 知的財産の活用 

KPI 学内における知的財産の制度設計は十分に実施されているが、教職員の知的

財産管理の意識が非常に低く、ほとんど実効性がない。KPI に限らずウクライナ

全てについて当てはまるが、知的財産の管理とその有効な活用に対する啓発活動

を行わない限り、一朝一夕に知的財産に対する大学教員を含むウクライナ国民の

意識は変わらないと考えられる。KPI では、WIPO の支援を受けて特許に関する

セミナーが開催されているようであるが、今後も地道に啓発活動を行う必要があ
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る。 

 

9. KPI からの要望 

政府関係者に対する研修、院生に対する研修、日本との研究交流、日本の産学官連携関連

法令の提供を要望された。 
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